
                      
令和 7年 11 月 10 日 

 

 田野沢集落の皆さま 

佐渡市選挙管理委員会事務局 

佐渡市新穂行政サービスセンター 

 

令和 8年 4 月以降の選挙に係る田野沢活性化センター投票所の 

統廃合について（お願い） 

 

 日頃より、佐渡市政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 このことについて、佐渡市選挙管理委員会では、人口減少による有権者数の減少や、期日

前投票の普及による当日投票者の減少、地域からの立会人のなり手不足など、近年の投票環

境を取り巻く状況の変化に対応するため、投票所の統廃合を進めているところです。 

 田野沢地区におかれましても、現在、有権者数は 70 名程となり、投票者の約半数は期日

前投票を利用している現状にあります。この状況を受け、本年 8月には田野沢地区において

地域説明会を開催し、集落の皆さまに現状や統廃合の方向性、それに伴う支援策等をご説明

させていただきました。 

 つきましては、下記のとおり、田野沢活性化センター投票所の統廃合を進めさせていただ

きたく、あらためて集落の皆さまにお願い申し上げます。 

 

記 

１ 投票所の統廃合 

田野沢活性化センター ⇒ 廃止（近隣投票所への統合を予定しています。） 

 

２ 統廃合の実施時期   

令和 8年 4月以降に執行する選挙から実施する予定です。 

 

３ 統廃合に伴う支援策 

 選挙当日又は期日前投票の期間中、送迎車による移動支援等を検討しています。 

 

                        （お問合せ） 

佐渡市選挙管理委員会事務局 

                          担当：川上 TEL 63-3111 

                         佐渡市新穂行政サービスセンター 

                          担当：計良、渡部 TEL 22-3111 

回覧 


